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クマ対策専門家緊急派遣事業

対象（派遣先）

○ 都道府県又は市町村（クマの出没地域）

○ 環境省では、鳥獣保護管理に関する専門的な知識や経験を有する専門家を「鳥獣プロデータバンク」に登録
し、都道府県等に紹介しています。

○ 今シーズンのクマの大量出没を踏まえ、都道府県・市町村の要請を受け、本データバンクに登録されている
クマ対策の専門家をクマの出没地域に派遣し、出没対策等の指導・助言を行います（専門家の派遣に係る
謝金・旅費は、環境省が負担します）。

利用方法

① 事務局に電話・メールで相談（鳥獣プロデータバンクに登録されている専門家を検索）
② 事務局に「利用申請書」を提出
③ 事務局からの連絡を受け、専門家に依頼
④ 専門家と活動内容（出没要因の調査、誘因物の管理、学習会など）を調整し、活動を実施
⑤ 「活動報告書」を事務局に提出

問合せ先

 鳥獣保護管理に係る人材登録事業運営事務局（一般財団法人自然環境研究センター）
TEL: 03-6659-6339 E-mail: chojujinzai@jwrc.or.jp

    （本事業に係る担当：環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室）
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